
東京都障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 

 

３０福保障地第７００号 

平成 ３０ 年７ 月９ 日 

一部改正 ３１福保障地第７１号 

平成 ３１ 年４ 月９ 日 

一部改正 ７福祉障地第６０８号 

令和７年１０月２４日 

 

１ 目的 

本実施要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第７６条の３に規定する情報公

表対象サービス等情報について、都知事が事業者から報告される障害福祉サービス等情報

の受理、調査、情報の公表等の事務を実施するに当たり、当該事務を効率的かつ円滑に行

う観点から、必要事項を定めることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

東京都（以下「都」という。）とする。ただし、都は、当該事務の実施に当たり、適切な

事務運営が可能であり、当該事務を実施するに相応しい中立的かつ公共性のある法人に対

して委託して実施することができる。 

 

３ 実施内容 

事業者から報告された障害福祉サービス等情報について公表を行う。また、必要な限度

において、当該報告をした事業者に対し、当該報告の内容について調査を行うことができ

る。 

 

４ 対象サービスの種類 

（１）指定障害福祉サービス 

指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指

定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立

訓練、指定就労選択支援、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、

指定自立生活援助及び指定共同生活援助 

（２）指定地域相談支援 

指定地域移行支援及び指定地域定着支援 

（３）指定計画相談支援 

 

５ 報告内容 

（１）事業者が、障害者総合支援法第７６条の３第１項の規定に基づき報告する内容は、別

添１基本情報及び別添２運営情報並びに別添３経営情報とする。 

（２）報告に当たっては、障害福祉サービス等事業に係る事項のみを対象とすることを基本

とする。ただし、医療・介護サービスに係る事業を併せて実施している場合で、当該サ



ービス等に係る収益や費用について、障害福祉サービス等事業との記載が区分されてい

ない場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えない。 

なお、この場合であっても、適切な分析に資するようにする観点から、別添３の経営

情報に掲げる事項については、できる限り障害福祉サービス等事業に係る事項のみを報

告するものとする。 

（３）事業所等の財務状況が分かる書類（財務諸表又は計算書類等）は、直近の事業年度を

終えた時点で作成したものとする。 

原則として財務諸表（事業活動計算書（損益計算書）、貸借対照表（バランスシート）

及び資金収支計算書（キャッシュフロー計算書））を報告するものとするが、会計基準上

求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容がわかる簡易な計算

書類でも差し支えないものとする。 

（４）一人当たり賃金は、任意での報告を可能とするものであるが、事業所や施設の特性に

応じ、設置主体や職種、勤続年数等が分かるような形での公表を可能とするものとする。 

 

 

６ 基準日及び実施期間 

（１）基準日は、４月１日とする。 

（２）実施期間は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの１年間とする。た

だし、本実施要綱の内容に変更がない場合、次年度以降は、1 年ごとに自動更新するも

のとする。 

 

７ 報告の方法 

事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システ

ム」（以下「公表システム」という。）を通じて、都知事へ報告するものとする。ただし、

公表システムを通じて報告ができないやむを得ない事情等がある場合、文書等により報告

できるものとする。 

 

８ 別添 1基本情報及び別添２運営情報に係る報告開始日、報告期限及び報告単位 

（１）報告開始日及び報告期限 

ア 上記６（１）に定める基準日よりも前にサービス提供実績のある事業者 

毎年５月１日を報告開始日とし、毎年７月末までを報告期限とする。 

イ 上記ア以外の事業者 

新規指定を受けた日を報告開始日とし、新規指定を受けた日の属する月の末日を報告

期限とする。 

なお、当該事業者においては別添１基本情報のみの報告で足りる。 

（２）報告単位 

ア 上記６（１）に定める基準日よりも前にサービス提供実績のある事業者 

障害福祉サービス等事業所単位で行う。 

イ 上記ア以外の事業者 

障害福祉サービス等事業所単位で行う。 

 



９ 別添３（経営情報）に係る報告開始日、報告期限及び報告単位 

（１）報告開始日及び報告期限 

すべての事業者について、毎会計年度末日の翌日を報告開始日とし、報告開始日の３

月後を報告期限とする。 

ただし、令和８年３月３１日までの間は、令和８年３月末日までに令和６年度決算情

報に係る報告を行う。 

（２）報告単位 

原則、障害福祉サービス等事業所単位で行う。 

ただし、事業所ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合は、法人単

位で報告することとしても差し支えない。 

※報告すべき障害福祉サービス等事業の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科

目との対応関係については、別添４を参照されたい。 

 

10 公表の時期 

平成３１年９月以降順次公表する。 

 

11 報告内容の更新 

（１）事業者は、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページ

及びメールアドレスについて修正又は変更のあったときに、都度報告する。 

（２）上記（１）以外の情報については、上記８及び９に定める期限までに年１回報告する。 

 

12 調査 

都は、公表を行うため必要と認める場合には、障害者総合支援法第７６条の３第３項の

規定に基づき調査を実施する。 

 

13 苦情等の対応 

（１）公表されている情報（以下「公表情報」という。）に関する、利用者等からの苦情等

に対応する窓口を、別表１のとおりとする。 

（２）公表情報に関する利用者等からの苦情等があったときは、事業者に対する照会等を行

い、公表情報の訂正が必要な場合は、事業者からの訂正の報告を受けた後、速やかに公

表する。 

 

14 その他 

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については別に定める。 

  



別表１ 

障害サービス等 窓口 

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・ 

行動援護 

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 

地域生活支援課 在宅支援担当 

自立生活援助 地域生活支援課 在宅支援担当 

重度障害者等包括支援 地域生活支援課 在宅支援担当 

療養介護・生活介護・施設入所支援・ 

自立訓練（機能・生活） 
施設サービス支援課 障害者支援施設担当 

共同生活援助（グループホーム） 地域生活支援課 居住支援担当 

短期入所（ショートステイ） 地域生活支援課 居住支援担当 

就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）・ 

就労定着支援・就労選択支援 
地域生活支援課 就労支援担当 

一般相談支援（地域相談支援）・ 

特定相談支援（計画相談支援） 
地域生活支援課 在宅支援担当 

 

附 則 

この実施要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この実施要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この実施要綱は、令和７年８月２９日から適用する。 

 



別添1

障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について

障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉課長通知

別表第一 基本情報

-事業所等を運営する法人等に関する事項 1. 寧業所等を連営する法人等に関する事項

イ法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 法人等の名称、主たる事業所の所在地及び電話番号その他の連絡先

・法人等の種類

・法人等の名称

・法人番号

・法人等の主たる事務所の所在地（〒）

-電話番号

・FAX番号

-ホームページ(URL)

口法人等の代表者の氏名及び職名 法人等の代表者の氏名及び職名

-氏名

・職名

ハ法人等の設立年月日 法人等の設立年月日

二法人等がサービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄

する都道府県の区域内において提供するサービス
法人等が都道府県内で実施するサービス

・サービスの種類

・か所数

・主な事業所等の名称

・所在地

ホその他サービスの種類に応じて必要な事項

二当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項 2.障害福祉サービス等を提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項

イ事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

-事業所等の名称

・事業所等の所在地

・市区町村コード

・電話番号

・FAX番号

・E-mail

-ホームページ(URL)

従たる事業所の有無

所在地

口事業所番号 指定事業所番号

ハ事業所等の管理者の氏名及び職名 事業所等の管理者の氏名及び職名

・氏名

・職名

二当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受け

た年月日（指定の更新を受けた場合にはその直近の年月日）

事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日

・事業の開始（予定）年月日

-指定の年月日

・指定の更新年月日

ホ事業所等までの主な利用交通手段 事業所等までの主な利用交通手段

へ事業所等の財務状況 事業所等の財務状況(財務諸表等による直近年度の決算資料）

-事業活動計算書(損益計算書）

・責金収支計算書(キャッシュフロー計算書）

・貸借対照表（バランスシート）

卜その他サービスの種類に応じて必要な事項 社会福祉士及び介護福祉士法第48条3に規定する登録暗痰吸引等事業者

サービス別の項目（別紙参照）
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障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則

三事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項

イ職種別の従業者の数

口従業者の勤務形態、労働時間、従事者一人当たりの利用者等

ハ従業者の当該報告に係るサービスの業務に従事した経験年数等

障害福祉課長通知

3.事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従事者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等

・実人数

-職種

・常勤換算人数

-1週間のうち、常勤の従事者が勤務すべき時間数

・福祉・介護職員の常勤換算人数

・利用実人員

・福祉・介護職員1人当たりの1か月の利用実人員数

-資格等を有している従業者の数

・管理者の他の職務との兼務の有無

従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等

二従業者の健康診断の実施状況

ホ従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施

状況

・前年度の採用者数

-前年度の退職者数

・業務に従事した経験年数別の人数

従業者の健康診断の実施状況

従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従事者の資質向上に向けた取組の

実施状況

へその他サービスの種類に応じて必要な事項

・研修実施計画の有無

・事業所等で実施している従事者の資質向上に向けた研修等の実施状況

・意思決定支援に関する研修の実施状況

・従業者に対する虐待防止研修の実施状況

・暗痰吸引等研修の修了者数

・強度行動障害支援者養成研修の修了者数

・行動援護従業者養成研修課程の修了者数

・高次脳機能障害支援養成研修又はこれに準ずるものとして都道府県知事が定

める研修課程の修了者数

・障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修課程の修了者数

サービス別の項目（別紙参照)

四サービスの内容に関する事項

イ事業所等の運営に関する方針

口当該報告に係るサービスの内容等

4.障害福祉サービス等の内容に関する事項

事業所等の運営に関する方針

サービスを提供している日時

・事業所の営業時間

-利用可能な時間帯

・サービス提供所要時間

事業所等が通常時に障害福祉サービス等を提供する地域

サービスの内容等

・主たる対象とする障害の種類

・利用者の送迎の実施

・協力医療機関

・利用定員

・サービス等報酬の加算状況

-医療的ケアを必要とする利用者の受入体制

・障害福祉サービス等の利用者への提供実績

サービスを提供する事業所、設備等の状況

・建物の構造

-送迎車両の有無

・便所の設置数

・浴室の設備の状況

・消火設備等の状況

・防犯システム、機器の状況

・バリアフリーの対応状況

-福祉用具の設置状況
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障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉課長通知

ハ当該報告に係るサービスの利用者等への提供実績 障害福祉サービス等の利用者への提供実績

・利用者の人数（区分別）

二利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 利用者等からの苦情に対する窓口等の状況

・窓口の名称

・電話番号

-対応している時間

・苦情処理結果の開示状況

ホ当該報告に係るサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対

応に関する事項
障害福祉サービス等の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み

-損害賠償保険の加入状況

へ事業所等のサービスの提供内容に関する特色等 障害福祉サービス等の提供内容に関する特色等

・その内容

卜利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

-利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

・第三者による評価の実施(受審)状況

チその他サービスの種類に応じて必要な事項 サービス別の項目（別紙参照）

五当該報告に係るサービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項 5.障害福祉サービス等を利用するに当たっての利用料等に関する事項

障害福祉サービス等給付以外のサービスに要する費用

・利用者の選定によリ、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者に対して

サービスを提供に要した交通費の徴収状況

・利用者の選定によリ、送迎を事業所等が提供する場合に係る費用の徴収状況

-食事の提供により要する費用の徴收状況

・創作的活動に係る材料費の徴収状況

-家賃の徴収状況

・光熱水費の徴収状況

・日用品費の徴収状況

・当該サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要とな

るものに係る費用（日常生活費）の徴収状況

・当該サービスにおいて提供される便宜のうち、その他の日常生活費とは区分さ

れるべき費用(例:預り金の出納管理等)の徴収状況

六その他都道府県知事が必要と認める事項

3



別添2

障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉課長通知

別表第二 運用情報

第ーサービスの内容に関する事項 6.事業所等連営の状況

ーサービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、

利用者等の権利擁越等のために講じている措置
(1)障害福祉サービス等の内容に関する事項

障寄福祉サービス等の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等

に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置

イ利用者等の状態に応じた当該サービスに係る計画の作成及び利用者等の同

意の取得の状況

・利用者等の状態に応じた当該サービスに係る計画の作成及び利用者等の同

意の取得の状況

ロサービス提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の

取得の状況

・サービス提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の

取得の状況

ハ利用者等に対する利用者等が負担する利用料に関する説明の実施の状況 ・利用者等に対する利用者等が負担する利用料に関する説明の実施の状況

二利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況 -利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況

二 利用者本位のサービスの質の確保のために講じている措置 利用者本位の陣害福祉サービス等の貢の確保のために講じている措置

イ重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対するサービスの貫の確

保のための取組の状況

・重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対するサービスの貫の確

保のための取組の状況

口利用者等のプライバシーの保護のための取組の状況 ・利用者等のプライバシーの保護のための取組の状況

三 相談、苦情等の対応のために講じている措置 相談、苦情等の対応のために講じている措置

相談、苦情等の対応のための取組の状況 ・相談、苦情等の対応のための取組の状況

四 サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置 障者福祉サービス等の内容の評価、改善等のために講じている措置

イサービスの提供状況の把握のための取組の状況 ・サービスの提供状況の把握のための取組の状況

ロサービスに係る計画等の見直しの実施の状況 ・サービスに係る計画等の見直しの実施の状況

五サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との

連携

障者福祉サービス等の貿の確保、透明性の確保等のために実施している外部

の者等との連携

イ相談支援専門員等との連携の状況 ・相談支援専門員等との連携の状況

口主治の医師等との連携の状況 ・主治の医師等との連携の状況

第ニサービスを提供する事業所等の運営状況に関する事項 (2)障寄福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項

適切な事業運営の確保のために講じている措置 通切な事業運営の確保のために講じている措置

イ従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況 -従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況

口計画的な事業運営のための取組の状況 ・計画的な事業運営のための取組の状況

ハ事業運営の透明性の確保のための取組の状況 ・事業運営の透明性の確保のための取組の状況

ニサービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況 ・サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況

二事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じて

いる措B

事業運営を行う事業所等の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じて

いる措置

イ事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況 ・事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況

ロサービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取

組の状況

・サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取

組の状況

ハ従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況 ・従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況

三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置 安全管理及び衛生管理のために講じている措置

安全管理及び衛生管理のための取組の状況 ・安全管理及び衛生管理のための取組の状況

四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置

イ個人情報の保護の確保のための取組の状況 ・個人情報の保護の確保のための取組の状況

ロサービスの提供記録の開示の実施の状況 ・サービスの提供記録の開示の実施の状況

五 サービスの質の確保のために総合的に講じている措置 陣寄福祉サービス等の貿の確保のために総合的に講じている措置

イ従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況 ・従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況

口利用者等の意向等も踏まえたサービスの提供内容の改善の実施の状況 ・利用者等の意向等も踏まえたサービスの提供内容の改善の実施の状況

ハサービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況 ・サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況

第三都道府県知奉が必要と認めた事項
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別添3

障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉課長通知

第六十五条の九の八 経営情報

第三項毎会計年度が終了したとき次に掲げる寧項に関するもの(次条において

「経営情報」という。）

イ事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

口事業所又は施設の収益及び費用の内容

ハ事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

8.経営情報

事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

・法人番号

・会計年度

・決算月

・会計期間

・法人等の採用している会計基準

・消費税の経理方式

・サービスの種類

事業所又は施設の収益及び費用の内容

・会計の区分状況

・会計期間

・障害福祉サービス等事業収益

・障害福祉サービス等事業費用

・事業外収益

・事業外費用

・特別收益

・特別費用

・法人税、住民税及び事業税負担額

・複数の障害福祉サービス事業の有無

・障害福祉サービス等事業以外の事業の有無（医療、介護、その他）

・医療における事業収入

・医療における延べ在院者数

・医療における外来患者数

・介護サービスにおける事業収益

・介護サービスにおける延べ利用者数

・就労支援事業・授産事業収益

・措置費收益

・その他の事業における収益

職種別の職員数・職員給与の状況

・入力単位

・常勤・非常勤ごとの把握状況

・職種別の常勤職員の人数

・職種別の常勤職員の給与

・職種別の非常勤職員の人数

・職種別の非常勤職員の給与

二その他必要な事項
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別添4

報告すべき障害福祉サービス等事業の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係

1.社会福祉法人会計基準

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目

1.陣害福祉サービス等事業収益

サービス活動澹滅によるJI5益における.瞳審福袖サービス塞塞・の白廿支播姶付¢・

瞳実児施W算給付*塞のJIS益・利用者角相金・城足給付*・特宙*用の收益\手の他

の收益の瞳番福祉分(補助金寨業收益（公*).補助金寨業收益（一般）除く）

うち自立支援給付費等収益
サービス活動澹滅による115益に;kH・る。瞳審福¢|トサービス塞塞・の白廿支播姶付*・

瞳番児施段等給付*等の收益・補足給付*の收益

うち利用者負担金等収益 サービス活動増減による収益における、利用者負相金-特帝曹用の収

2.陣害福祉サービス等事業費用 サービス活動増減による費用（国庫補助金等特別積立金取崩額除く）

人件費 サービス活動増減による費用における、人件*(派造職・*除く）

うち給与

サービス活動増減による費用における、人件費のうち、以下の合計額
-職員給料
・職員賞与
・賞与引当金繰入
・非常勤職員給与

うち役員報酬
サービス活動楢滅による蕾用における.人#曹のうち.役昌報酬・役昌退朧慰労金及

び役篇退職慰労引当金

うち退職給付費用 サービス活動増減による費用における、人件費のうち、退職給付曹用

うち法定福利費 サービス活動増減による費用における、人件#のうち、法定福利曹

業務委託費
サービス活動増減による#用における、以下の合計額
事務#のうち、業務委託#

人#曹のうち.派遣朧・蕾

うち給食委託費 ―

減価償却費 サービス活動増滅による#用における、滅価償却#

水道光熱費

サービス活動増減による費用における、事業費のうち、以下の合計額
・太道光熟・

・燃料・

サービス活動増滅による費用における、事務費のうち、以下の合計額
・水道光熟・

・燃料tt

その他の費用
サービス活動増滅による#用における、「人件#」、「業務委託#J、「減価償却#」、「水
道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額を除くもの

うち材料費

サービス活動増滅による#用における、事業#のうち、以下の合計額
・給食番

・介報用品番

・医薬品費
・稔・ ・・着装材料着

うち給食材料費 サービス活動増滅による費用における、事業費のうち、給食費

うち研修費 サービス活動増減による費用における、事務費のうち、研修研究費

うち本部費 ―

うち車両費 サービス活動増減による費用における、事業費のうち、草緬費

うち控除対象外消費税等負担額 ―

3.事業外収益

以下の合計額
・サービス活動播滅による收益における・補助金B盡收益（公・）・補助金寨彙收益

・サービス活動外増減による収益
・サービス活動播滅による・田における.国産城肋金番特別精廿金取曲超（IFの超と

して梅菫

・サービス活動増減による収益における、経常鉉・寄付金收益

うち受取利息配当金 サービス活動外増減による収益における、爭取利良配当金收益

うち運営費補助金収益
サービス活動増減による収益における、陣害福祉サービス等事業収益のうち、補助金
寨業收益（公曹）.補助金寨彙收益（一般）
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うち施設整備補助金収益
サービス沃動僧滅による曹田にfcl十ん国産城肋金算特則#|古金BSffi超fiFの超>・し

て梅W(注・|)

うち寄付金 サービス活動増減による収益における、経ft経・寄付金收#

4.事樂外費用 サービス活動による曹用

うち借入金利息 サービス活動外増減による費用における、支払利息

5.特別収益 特別MS滅による收益

6.特別費用 特別MS滅による曹用

7.法人税、住民税及び事業税負担額 ―

(注1)社会福祉法人会計基準上、「国庫補助金等特別積立金取崩額」は費用として取り扱われているところであるが、本制度においては便宜
上、「事業外収益」として取り扱う
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2.病院会計準則

(※)本通知のmの2にあるとおり、「医業・介護収益」「医業・介護費用」に係る事項を含め、報告に当たっては、障害福祉サー
ビス等事業に係る事項のみを対象とすることを基本とする。 ただし、 医療・介誰に係る事業を併せて実施する事業所にあって
は、別添3に掲げる事項(医療における事業収入及び延べ在院者数、外来患者数、介護サービスにおける事業収益及び延べ
利用者数)について併せて報告がある場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとす

る。

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目

1.陣害福祉サービス等事業収益 医業・介瞳収益

うち自立支援給付費等収益
疾鑿・介WJI5益の.瞳審福排サービス塞塞鑿の白寸支播姶付・1瞳審明.施W塞姶付・

算の收益く補ff給付・の收#

うち利用者負担金等収益 医業・介|9收益の.瞳番福祉サービス塞寨業の利用者負拍金、特定・用の收益

2.陣害福祉サービス等事業費用 医業・介瞳費用

人件費 医業・介瞳費用における、給与費

うち給与

医業・介瞳費用における、給与費のうち、以下の合計額
・給料
・賞与
・賞与引当金繰入額

うち役員報酬 ―

うち退職給付費用 医業・介獲費用における、給与費のうち、退職給付・用

うち法定福利費 医業・介瞳費用における、給与費のうち、法定福利・

t務委託費 医業・介獲費用における、垂K・

うち給食委託費 医業・介瞳費用における、委託費のうち、給食垂託・

減価償却費 医業・介護費用における、股備関係費のうち、滅価償却費

水道光熱費 医業・介瞳費用における、経費のうち、水道光熱・

その他の費用
医業・介瞳費用のうち、「人件費」、「業務委託費」、「減価償却黄」、「水道光熱貧」の項
目として報告したものを除くもの

うち材料費 医業・介瞳費用における、材料費

うち給食材料費 医業・介瞳費用における、材料費のうち、給食用材料費

うち研條費 医業・介瞳費用における、研修研究費のうち、研修費

うち本部費 医業・介護費用における、経費のうち、本部費配賦額

うち車両費 ―

うち控除対象外消費税等負担額 医業費用における、経費のうち、控除対象外消薔税第負相額

3.事業外収益 医業・介護外収益

うち受取利息配当金 医業・介護外収益における、曼取利魚及び配当金

うち運営費補助金収益 医業・介護外収益における、・當曹補助金收益

うち施段整備補助金収益 医業・介護外収益における、施粉粉備補助金收益

うち寄付金 ―

4.事業外費用 疾・・介報外・田

うち借入金利息 医業・介護外費用における、支払利息

5.特別収益 睡時收益

6.特別費用 越!昧曹用

7.法人税、住民税及び事業税負担額 法人税.件臣税®び税角拍超
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3. NPO法人会計基準

(※)本通知のmの2にあるとおり、報告に当たっては、障害福祉サービス等事業に係る事項のみを対象することを基本とす
る〇ただし、医療・介誰に係る事業を併せて実施する事業所にあっては、別添3に掲げる事項(医療における事業収入及び延べ
在院者数、外来患者数、介護サービスにおける事業収益及び延べ利用者数)について併せて報告がある場合には、当該事業
に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えないものとする。

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目

1.陣害福祉サービス等事業収益 事業収益

うち自立支援給付費等収益
塞鑿115益の.瞳審福排サービス塞塞鑿の白寸支播姶付醬1瞳審明.施W塞姶付番塞の

補足絡付曹の收益

うち利用者負担金等収益 寨業收益の・瞳番福祉サービス塞寨業の利用者負拍金、特定番用の收益

2.陣害福祉サービス等事業費用 事業費

人件費 事業費における、人件番（福利®牛番奈除く）

うち給与

事業費における、人件費のうち、以下の合計額
・給料羊当

・臨時麗鬢金

・ボランティア解価曹用

・通勤番

うち役員報酬 事業費における、人件費のうち、役・報酬

うち退職給付費用 事業費における、人件費のうち、退職給付蕾用

うち法定福利費 事業費における、人件費のうち、法定福利曹

t務委託費 事業費における、その他経費のうち、業務垂託曹

うち給食委託費 ―

減価償却費 事業費における、その他経費のうち、滅価償却蕾

水道光熱費 事業費における、その他経費のうち、水道光熱蕾

その他の費用
事業費及び管理費のうち、「人件費」、「業務委託黄」、「減価償却費」、「水道光熱黄」の
項目として報告したもの及び、支払利息並びに為替差摘を除くもの

うち材料費 ―

うち給食材料費 ―

うち研條費 事業費における、その他費のうち、研修費

うち本部費 笹理巷（亨私利為替塞播奈除く）

うち車両費 事業費における、その他経費のうち、車両費

うち控除対象外消費税等負担額 ―

3.事業外収益 経常収益のうち、事業収益を除くもの

うち受取利息配当金 経常収益における、その他収益のうち、受取利魚

うち運営費補助金収益 ―

うち施段整備補助金収益 ―

うち寄付金
経常収益における、受取寄付金(資産受贈益、施股等受入評価益、ボランティア受入評
価益を除く）

4.事業外費用
事業費のうち、その他経費における、支払利息、為替差損

管理蕾のうち。その他経蕾における・支払利息

うち借入金利息
寨業蕾のうち。その他経蕾における・支払利息

管理費のうち、その他経費における、支払利息

5.特別収益 経常外收益

6.特別費用 経#外醬用

7.法人税、住民税及び事業税負担額 ―
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4.企業会計原則、その他

(※)前記1~3の会計基準を採用されている事業者においても、どの項目に含めるか判断に迷う場合は、以下を参考にされた
い0

報告すべき収益・費用の内容 対応する会計上の勘定科目

1.陣害福祉サービス等事業収益 売上高、役務収益、事業収益

うち自立支援給付費等収益
売上高、役務収益、事樂収益の、陣害福祉サービス等事業の自立支援給付費、陣害児

施股等給付費等の収益、補足給付黄の収益

うち利用者負担金等収益
売上高、役務収益、事業収益の、陣害福祉サービス等事業の利用者負担金、特定黄用
の収益

2.陣害福祉サービス等事業費用 売上原価、役務原価、販管費、事業費

人件費 給与に係る費用

うち給与 職員に支払う俸給、諸手当及び賞与

うち役員報酬 役員(評議員を含む)に支払う報酬、諸手当

うち退職給付費用
職員に対する退職一時金、退職年金等(将来の退職給付のうち・当該会計期閻の負担
に属する金額）

うち法定福利費 法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用

t務委託費
洗濯、清摘、夜間番備及び給食(給食材料費を除く)など事業所の業務の一部を他に委
託するための費用、人材派遣会社に支払う金額

うち給食委託費 委託費のうち、給食を他に委託するための費用

減価償却費 固定資産の減価償却黄

水道光熱費 電気、ガス、水道、灯油、重油等の費用

その他の費用
充上原価、役務原価、販管費、事業費のうち、「人件費」、「業務委託黄」、「減価償却
費」、「水道光熱#」の項目として報告したものを除くもの

うち材料費 利用者給食の食材、介瞳用品、医薬品、診療材料、衛生材料の消#額

うち給食材料費 利用者給食のための食材及び食品の#用

うち研修費 役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用

うち本部費 本部会針を股けた場合の、一定の配賦基準で配賦された本部の黄用

うち車両費 乗用車、送迎用自動草等の燃料費、車両検査等の費用

うち控除対象外消費税等負担額 仮払い消費税のうち、仕入控除の対象外となった金額(税抜会計の場合のみ計上）

3.事業外収益 営業外収益(通常の事業以外の活動から経常的に発生する収益）

うち受取利息配当金 預貯金、有価証券、貸付金等の利息及び出資金等に係る配当金等の収益

うち運営費補助金収益 事業の運営に係る補助金、負担金の収益

うち施投整備補助金収益 施設設備に係る補助金、負担金のうち、当核会計期間に配分された金額

うち寄付金 経常経費に対する寄付金

4.事業外費用 営業外費用（通常の事業以外の活動から経常的に発生する費用）

うち借入金利息
股備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利息、及び支払
リース料のうち利息相当額

5.特別収益 特別利益

6.特別費用 特別損失

7.法人税、住民税及び事業税負担額 法人税、住民税及び事業税
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別紙

障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則

別表第一基本情報

障害福祉課長通知

二当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事
項

卜その他サービスの種類に応じて必要な事項

2.陣害福祉サービス等を提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項

サービス別の項目

【居宅介護、重度障害者等包括支援】

実施サービス

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護】

同一事業所等において提供する他の訪問系サービス

【居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練(機能・生

活訓練、宿泊型）、就労移行支援、就労継続支援A_B型、児童発達支援、医療型児童

発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福

祉型・医療型障害児入所施設】

運営形態

【生活介護】

運営規程上の開所日数(年間)

【短期入所】

報酬区分

【短期入所、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサー

ビス、福祉型・医療型障害児入所施設】

事業所等類型

【共同生活援助】

当該事業所等における共同生活住居の名称、開設年月日及び所在地

全共同生活住居数

全共同生活住居の定員数（合計)

各共同生活住居の名称、開設年月日、所在地及び定員数

【自立訓練(機能訓練・生活訓練）】

訪問による訓練の実施の有無

【就労継続支援A_B型】

事業所等の財務状況(財務諸表等による直近年度の決算資料)

就労支援事業事業活動計算書

就労支援事業別事業活動明細書

【福祉型障害児入所施設】

みなし規定の適用の有無

三事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項3.事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項

へその他サービスの種類に応じて必要な事項サービス別の項目

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援】

夜間・深夜・早朝対応の有無

【重度訪問介護、重度障害者等包括支援】

土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わない対応の有無

【短期入所、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練、福祉型・医療型障害児入

所施設】

夜間の勤務体制

施設名（共同生活援助のみ)

夜勤の職員数

四サービスの内容に関する事項

チその他サービスの種類に応じて必要な事項

I I宿直の職貢数
4障害福祉サービス等の内容に関する事項

サービス別の項目

【施設入所支援】

ユニットケアの有無

【生活介護、短期入所、施設入所支援】

入浴支援の有無

【生活介護】

創作活動の実施状況の有無

生産活動の実施状況の有無

平均工賃（月額)

【短期入所】

一 長期利用者数
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障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則障善福祉課長通知

【共同生活援助】

新規入居者数

退居者数

うち一人暮らしへの移行者数

入居者の主な日中活動の場

入居者の平均年齢

最高齢者の年齢

最年少者の年齢

個人単位居宅介護利用者の数

【自立生活援助、自立訓練(機能・生活訓練、宿泊型）】

標準利用期間を超える利用者の数

【自立訓練(機能・生活訓練)】

事業所における主な訓練内容

【自立生活援助】

(前年度1年間の利用者のうち）入所施設・グループホーム・病院からの移行者の数

【宿泊型自立訓練】

利用者の主な日中活動の場

【就労移行支援、就労継続支援A_B型】

一般就労への移行者数(移行率）

一般就労先での定着者数（定着率）

【就労移行支援】

一般就労までの平均利用期間

訓練中の怪我等に対する保険の有無

一般就労への移行後の定期的な支援の有無

【就労継続支援A型】

主な生産活動の内容

利用者数

平均賃金

社会保険の加入の有無

昇給の有無

賞与の有無

退職手当の有無

生産活動収入（年間売上高）

生産活動経費

賃金支払総額

平均労働時間

離職者数

【就労継続支援B型】

主な生産活動の内容

平均工賃

生産活動収入（年間売上高）

生産活動経費

工賃支払総額

退所者数

訓練中の怪我等に対する保険の有無

【就労定着支援】

過去3年の職場定着率（支援開始後）

【児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達

支援、保育所等訪問支援、福祉型・医療型障害児入所施設】

保護者支援の実施の有無

【児童発達支援】

児童発達支援ガイドラインにおける自己評価の公表の有無

保育所や幼稚園等と併行通園している利用者の人数

併行通園先との連携の有無
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障害者総合支援法施行規則/児童福祉法施行規則 障害福祉課長通知

【放課後等デイサービス】

放課後等デイサービスガイドラインにおける自己評価の公表

学校との連携の有無

【福祉型・医療型障害児入所施設】

小規模グループケアの実施の有無

【地域相談支援(地域移行支援)】

利用期間が6か月を超える利用者の数

地域生活への移行者数

宿泊支援の設備の有無

【地域相談支援(地域定着支援)】

利用期間が1年を超える利用者の数

一時的な滞在による支援を行う場所の有無

【施設入所支援、共同生活援助】

「地域連携推進会議の実施状況」

「外部の者による評価又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものの評

価の実施状況」

【自立訓練(機能・生活訓練】

支援プログラムの内容の公表の有無

利用者の生活機能の改善状況等の評価結果の公表の有無

【共同生活援助】
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